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議案第 号 

 

日野町税条例等の一部改正について 

 

日野町税条例等の一部を別紙のとお 改正す 。 

 

成 ９ 月 日提出 

 

日野町長 景 山 享 弘 
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税条例 改 必要 理由と概要 

 背景及び趣旨 

   社会保障 安定財源 確保等を図る税制 抜本的 改革を行う 地方税

法及び地方交付税 一部を改 る法律等 一部を改 る法律等 改 伴

い 税条例等 一部改 を行う  

 改 内容 

町民税 見直  

 法人町民税法人税割 税率を 成29 4 1日 ら9.7％を6.0％ △3.7％

引 ると ろ 消費税率引 延長 伴い 施行期日 変更を る

成 29 4 1 日⇒ 成 31 10 1 日  成 28 改 第 2 条中

附則第 1 条第 2 項  

 個人町民税 る住宅ロ ン控除制度 適用期限 延長  附則第7条 3

2  

 個人町民税 る寄付金控除 対象と る仮認定特定非営利活動法人を特

例認定特定非営利活動法人 名称変更 る  第36条 2 適用期日 該

当法律施行 日  

軽自動車税 見直  

 軽自動車税 グリ ン化特例 軽課 延長 成28 度⇒ 成29 度

成28 改 第3条中条例附則第16条 成28 改 第4条中附則第2条 2  

グリ ン化特例と 成28 度 新規取得 一定 環境性能を る軽

四輪等 ついて そ 燃費性能 応 軽減を実施 る  電気自動車

等 概 △75％ H32燃費基準+20％達成車 概 △50％ H32燃費基準達成

車 概 △25％  

 軽自動車税 環境性能割を 成29 度 実施 ると ろ 消費税率引 延

長 伴い 導入時期を 成32 度 変更を る  成28 改 第3条

第4条  

環境性能割と 自動車取得税廃 時 創設 従来 軽自動車税 種別割

名称変更 る 税率 燃費基準値達成度等 応 て非課税 1％ 2％

3％ 4 段階を基本と 新車 中古車を問わ 対象と る 当分 間 鳥

取県 賦課徴収等を行う  

3 附則 

条例 公布 日 ら施行 る 別段 定 ある場合 そ 定

る日 ら施行 る  
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日野町税条例等 一部 改正 条例 

 

日野町税条例 一部改正  

第1条 日野町税条例医昭和45 日野町条例第「4号貨 一部 次 う 改正  

 

改正  改正前 

 

医町民税 申告貨 

 

医町民税 申告貨 

第」6条 「 第「」条第1項第1号 者 」 15日 施行規則第5

号 4様式医別表貨 申告書 町長 提出 い

法第」17条 6第1項又 第4項 規定 給 支払報

告書又 公的 金等支払報告書 提出 義務 あ 者 1 1

日現在 い 給 又 公的 金等 支払 い 者 前

中 い 給 所得 外 所得又 公的 金等 所得 外

所得 医公的 金等 所得 外 所得

者 社会保険料控除額医 第48条 9 7 規定

除く 貨 小規模企業共済等掛金控除額 生命保険料控除額 地震

保険料控除額 勤労学生控除額 配偶者特別控除額若 く 法第」

14条 「第5項 規定 扶養控除額 控除又 併 雑

損控除額若 く 療費控除額 控除 法第」1」条第8項 規定

純損失 金額 控除 同条第9項 規定 純損失若 く 雑損

失 金額 控除若 く 第」4条 7第1項医同項第「号 掲 寄附

金医特定非営利活動 進法第「条第」項 規定 認定特定非営利活

動法人及び同条第4項 規定 特例認定特定非営利活動法人 対

除く 第6項 い 同 貨 部分 除く 貨及び

第」6条 「 第「」条第1項第1号 者 」 15日 施行規則第5

号 4様式医別表貨 申告書 町長 提出 い

法第」17条 6第1項又 第4項 規定 給 支払報

告書又 公的 金等支払報告書 提出 義務 あ 者 1 1

日現在 い 給 又 公的 金等 支払 い 者 前

中 い 給 所得 外 所得又 公的 金等 所得 外

所得 医公的 金等 所得 外 所得

者 社会保険料控除額医 第48条 9 7 規定

除く 貨 小規模企業共済等掛金控除額 生命保険料控除額 地震

保険料控除額 勤労学生控除額 配偶者特別控除額若 く 法第」

14条 「第5項 規定 扶養控除額 控除又 併 雑

損控除額若 く 療費控除額 控除 法第」1」条第8項 規定

純損失 金額 控除 同条第9項 規定 純損失若 く 雑損

失 金額 控除若 く 第」4条 7 規定 控除 べ 金額

医 条 い 寄附金税額控除額 いう 貨 控除

う 除く 条 い 給 所得等 外

所得 者 いう 貨及び第「4条第「項 規定
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第「項 者医施行 

規定 控除 べ 金額医 条 い 寄附金税

額控除額 いう 貨 控除 う 除く

条 い 給 所得等 外 所得 者 い

う 貨及び第「4条第「項 規定 者医施行規則第「条 「第1項 表

欄 医「貨 掲 者 除く 貨 い 限 い  

規則第「条 「第1項 表 欄 医「貨 掲 者 除く 貨 い

限 い  

「～9 略 「～9 略 

  

附 則 附 則 
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医個人 町民税 住宅借入金等特別税額控除貨 

 

医個人 町民税 住宅借入金等特別税額控除貨 

第7条 」 「 成「「 度 成4」 度 各 度分 個人 町

民税 限 所得割 納税義務者 前 分 所得税 租税特

別措置法第41条又 第41条 「 「 規定 適用 場合医居住

成11 成18 又 成「1 成」」

各 あ 場合 限 貨 い 前条第1項 規定 適用

い 法附則第5条 4 「第6項医同条第9項 規定

読 替え 適用さ 場合 含 貨 規定 控除

べ 額 当該納税義務者 第」4条 」及び第」4条 6 規定

適用 場合 所得割 額 控除  

第7条 」 「 成「「 度 成41 度 各 度分 個人 町

民税 限 所得割 納税義務者 前 分 所得税 租税特

別措置法第41条又 第41条 「 「 規定 適用 場合医居住

成11 成18 又 成「1 成」1

各 あ 場合 限 貨 い 前条第1項 規定 適用

い 法附則第5条 4 「第6項医同条第9項 規定

読 替え 適用さ 場合 含 貨 規定 控除

べ 額 当該納税義務者 第」4条 」及び第」4条 6 規定

適用 場合 所得割 額 控除  

「及び」 略 

 

「及び」 略 

 

日野町税条例 一部改正条例 一部改正  

第「条 日野町税条例 一部 改正 条例 成「8 日野町条例第15号 一部 次 う 改正  

改正  改正前 

 

附  則 

 

医施行期日  

第1条 条例 成「8 4 1日 施行 次 各

号 掲 規定 当該各号 定 日 施行  

医1貨 略 

医「貨 第1条中町税条例第19条並び 第」4条 4 改正規定及び次条第

 

附  則 

 

医施行期日  

第1条 条例 成「8 4 1日 施行 次 各

号 掲 規定 当該各号 定 日 施行  

医1貨 略 

医「貨 第1条中町税条例第19条並び 第」4条 4 改正規定及び次条第
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」項 規定 成」1 10 1日 

医」貨 略 

 

」項 規定 成「9 4 1日 

医」貨 略 

 

 

日野町税条例 一部改正条例 一部改正  

第」条 日野町税条例 一部 改正 条例 成「8 日野町条例第「5号 一部 次 う 改正  

第1条中第18条 」 改正規定 第80条 改正規定 第80条 「 削 改正規定 第81条 改正規定 同条 次 7条 加え 改正規定 第8「

条 第8」条 第85条及び第87条 第91条 改正規定並び 附則第15条 次 5条 加え 改正規定 削  

第1条中附則第16条 改正規定 次 う 改  

改正  改正前 

 

附  則 

 

医軽自動車税 税率 特例貨 

第16条 法附則第」0条第1項 規定 」輪 軽自動車 対

当該軽自動車 初 道路運送車両法第60条第1項 段 規定  

 

附  則 

 

医軽自動車税 課税 特例貨 

第16条 法附則第」0条第1項 規定 」輪 軽自動車 対

当該軽自動車 初 道路運送車両法第60条第1項 段 規定  

車両番号 指定医 条 い 初回車両番号指定

いう 貨 起算 14 経過 属

度 度分 軽自動車税 第8「条 規定 適用 い

当分 間 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄

掲 字句 同表 右欄 掲 字句  

車両番号 指定医 条 い 初回車両番号指定 い

う 貨 起算 14 経過 属 度

度分 軽自動車税 第8「条 規定 適用 い 当

分 間 次 表 左欄 掲 規定中同表 中欄 掲 字句

同表 右欄 掲 字句  
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第「号ア 」,900  4,600  

6,900  8,「00  

10,800  1「,900  

」,800  4,500  

5,000  6,000  

 

第8「条第「号ア 」,900  4,600  

6,900  8,「00  

10,800  1「,900  

」,800  4,500  

5,000  6,000  

「 法附則第」0条第」項第1号及び第「号 掲 」輪 軽自動車

対 第8「条 規定 適用 い 当該軽自動車 成「8 4

1日 成「9 」 」1日 間 初回車両番号指定

場合 成「9 度分 軽自動車税 限 次 表 左欄 掲

同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右

欄 掲 字句  

「 法附則第」0条第」項第1号及び第「号 規定 」輪 軽自動車

対 第8「条 規定 適用 い 当該軽自動車 成「7

4 1日 成「8 」 」1日 間 初回車両番号指定

 

場合 い 成「8 度分 軽自動車税 限 次 表 左欄

掲 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄

掲 字句  
 

第「号ア 」,900  1,000  

6,900  1,800  

10,800  「,700  

」,800  1,000  

5,000  1,」00  

 

第8「条第「号ア 」,900  1,000  

6,900  1,800  

10,800  「,700  

」,800  1,000  

5,000  1,」00  

」 法附則第」0条第4項第1号及び第「号 掲 」輪 軽自動車

ガソリン 燃機関 燃料 用い 限 次項 い

同 貨 対 第8「条 規定 適用 い 当該軽自動車

 

」 法附則第」0条第4項第1号及び第「号 規定 」輪 軽自動車

医ガソリン 燃機関 燃料 用い 限 次項 い

同 貨 対 第8「条 規定 適用 い 当該軽自動車 

成「8 4 1日 成「9 」 」1日 間 初回車両番号指定

場合 成「9 度分 軽自動車税 限 次 表 左

欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表

成「7 4 1日 成「8 」 」1日 間 初回車両番号指

定 場合 い 成「8 度分 軽自動車税 限 次

表 左欄 掲 規定中同表 中欄 掲 字句
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右欄 掲 字句  同表 右欄 掲 字句  
 

第「号ア 」,900  「,000  

6,900  」,500  

10,800  5,400  

」,800  1,900  

5,000  「,500  

 

第8「条第「号ア 」,900  「,000  

6,900  」,500  

10,800  5,400  

」,800  1,900  

5,000  「,500  

4 法附則第」0条第5項第1号及び第「号 掲 」輪 軽自動車

医前項 規定 適用 除く 貨 対 第8「条 規定

適用 い 当該軽自動車 成「8 4 1日 成「9 」

」1日 間 初回車両番号指定 場合 成「9 度分

軽自動車税 限 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中

欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句  

4 法附則第」0条第5項第1号及び第「号 規定 」輪 軽自動車

医前項 規定 適用 除く 貨 対 第8「条 規定

適用 い 当該軽自動車 成「7 4 1日 成「8 」

」1日 間 初回車両番号指定 場合 い 成「

8 度分 軽自動車税 限 次 表 左欄 掲 規定中同表

中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句  
 

第「号ア 」,900  」,000  

6,900  5,「00  

10,800  8,100  

」,800  「,900  

5,000  」,800  

 

第8「条第「号ア 」,900  」,000  

6,900  5,「00  

10,800  8,100  

」,800  「,900  

5,000  」,800  

  

日野町税条例 一部改正条例 一部改正  

第4条 日野町税条例 一部 改正 条例 成「8 日野町条例第「5号 一部 次 う 改正  

第」条 次 次 1条 加え  

第」条 「 日野町税条 一部 次 う 改  
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改正  改正前 

 

医納税証明事項貨 

 

医納税証明事項貨 

第18条 」 地方税法施行規則医昭和「9 総理府 第「」号 施

行規則 いう 貨第1条 9第「号 規定 事項 道路運送車

両法医昭和「6 法 第185号貨第59条第1項 規定 検査対象軽自

動車又 「輪 小型自動車 い 天災 他や 得 い事由

種別割 滞納 い 場合 い 旨  

第18条 」 地方税法施行規則医昭和「9 総理府 第「」号 施

行規則 いう 貨第1条 9第「号 規定 事項 道路運送車

両法医昭和「6 法 第185号貨第59条第1項 規定 検査対象軽自

動車又 「輪 小型自動車 い 天災 他や 得 い事由

軽自動車税 滞納 い 場合 い 旨  

  

医納期限 納付 又 納入 税金又 納入金 延滞金貨 医納期限 納付 又 納入 税金又 納入金 延滞金貨 

第19条 納税者又 特別徴収義務者 第40条 第46条 第46条 「

若 く 第46条 5医第5」条 7 「 い 準用 場合 含

本条 い 同 貨 第47条 4第1項医第47条 5第」項

い 準用 場合 含 本条 い 同 貨 第48条第1

項医法第」「1条 8第「「項及び第「」項 申告書 部分 除

く 貨 第5」条 7 第67条 第81条 6第1項 第8」条第「項 第98

条第1項若 く 第「項 第10「条第「項 第105条 第1」9条第1項又

第145条第」項 規定 納期限 税金 納付 又 納

入金 納入 場合 い 当該税額又 納入金額 納

期限医納期限 延長 あ 延長さ 納期限

第1号 第「号及び第5号 い 同 貨 翌日 納付

又 納入 日 期間 日数 応 14.6パーセント医次 各

号 掲 税額 分 

第19条 納税者又 特別徴収義務者 第40条 第46条 第46条 「

若 く 第46条 5医第5」条 7 「 い 準用 場合 含

本条 い 同 貨 第47条 4第1項医第47条 5第」項

い 準用 場合 含 本条 い 同 貨 第48条第1

項医法第」「1条 8第「「項及び第「」項 申告書 部分 除

く 貨 第5」条 7 第67条 第8」条第「項 第98条第1項若 く

第「項 第10「条第「項 第105条 第1」9条第1項又 第145条第」項

規定 納期限 税金 納付 又 納入金 納入

場合 い 当該税額又 納入金額 納期限医納期限 延

長 あ 延長さ 納期限 第1号 第

「号及び第5号 い 同 貨 翌日 納付又 納入 日

期間 日数 応 14.6パーセント医次 各号 掲 税額

分 応 第1号 
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応 第1号 第4号 掲 期間並び 第5号及び第6号

定 日 期間 い 7.」パーセント貨 割合 乗

計算 金額 相当 延滞金額 加算 納付書

納付 又 納入書 納入 い  

第4号 掲 期間並び 第5号及び第6号 定 日

期間 い 7.」パーセント貨 割合 乗 計算 金

額 相当 延滞金額 加算 納付書 納付 又 納

入書 納入 い  

医1貨 略 医1貨 略 

医「貨 第81条 6第1項 申告書 第98条第1項若 く 第「項 申告

書又 第1」9条第1項 申告書 税額医第4号 掲 税額

除く 貨 当該税額 納期限 翌日 1 経過 日

期間 

医「貨 第98条第1項若 く 第「項 申告書又 第1」9条第1項 申告

書 税額医第4号 掲 税額 除く 貨 当該税額 納

期限 翌日 1 経過 日 期間 

医」貨 第81条 6第1項 申告書 第98条第1項若 く 第「項 申告

書又 第1」9条第1項 申告書 提出期限 提出

税額 当該提出 日 期間又 日 翌日 1

経過 日 期間 

医」貨 第98条第1項若 く 第「項 申告書又 第1」9条第1項 申告

書 提出期限 提出 税額 当該提出

日 期間又 日 翌日 1 経過 日 期間 

医4貨～医6貨 略 医4貨 ～医6貨 略 

  

医軽自動車税 納税義務者等貨 医軽自動車税 納税義務者等貨 

第80条 軽自動車税 」輪 軽自動車 対 当該」輪

軽自動車 得者 環境性能割 軽自動車等 対 当

該軽自動車等 所 者 種別割 課  

第80条 軽自動車税 原動機付自転車 軽自動車 小型特殊自動

車及び「輪 小型自動車医 軽自動車税 い 軽自動車等

いう 貨 対 所 者 課  

「 前項 規定 」輪 軽自動車 得者 法第44」条第「

項 規定 者 含 い  

「 軽自動車等 売買 あ 場合 い 売主 当該軽自動車等

所 権 留保 い 軽自動車税 賦課徴収 い

買主 当該軽自動車等 所 者  

」 軽自動車等 所 者 法第445条第1項 規定 種別割 課  

い者 あ 場合 第1項 規定 わ

」 軽自動車等 所 者 法第44」条第1項 規定 軽自動車税 

課 い者 あ 場合 い 使用者
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 課 

使用者 課 公用又 公共 用 供 軽自動

車等 い 課さ い  

公用又 公共 用 供 い

課さ い  

  

 

 

第80条 「 削除 

医日本赤十字社 所 軽自動車等 対 軽自動車税 非課税

範囲貨 

第80条 「 日本赤十字社 所 軽自動車等 う 救急用

対 軽自動車税 課さ い  
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医軽自動車税 課税貨 

第81条 軽自動車等 売買契約 い 売主 当該軽自動車等 所

権 留保 い 場合 軽自動車税 賦課徴収 い

買主 前条第1項 規定 」輪 軽自動車 得者医

節 い 」輪 軽自動車 得者 いう 貨又 軽

自動車等 所 者 軽自動車税 課  

「 前項 規定 適用 売買契約 軽自動車等 い

買主 変更 あ 新 買主 者 」輪 軽自

動車 得者又 軽自動車等 所 者 軽自動車税

課  

」 法第444条第」項 規定 売業者等医 項 い

売業者等 いう 貨 製造 得 」輪 軽自

動車又 売 他運行医道路運送車両法第「条第5項

規定 運行 いう 次項 い 同 貨 外 目的 供

 

得 」輪 軽自動車 い 当該 売業者等 法第444

条第」項 規定 車両番号 指定 場合医当該車両番号

指定前 第1項 規定 適用 売買契約 締結 行わ 場 

 

第81条 削除 

合 除く 貨 当該 売業者等 」輪 軽自動車 得者

環境性能割 課  

 

4 法 施行地外 」輪 軽自動車 得 者 当該」輪

軽自動車 法 施行地 持 込 運行 用 供 場合

当該」輪 軽自動車 運行 用 供 者 」輪 軽

自動車 得者 環境性能割 課  
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医日本赤十字社 所 軽自動車等 対 軽自動車税 非課税

範囲貨 

第81条 「 日本赤十字社 所 軽自動車等 う 直接 本

来 事業 用 供 救急用 対 軽自動

車税 課さ い  

 

  

医環境性能割 課税標準貨 

第81条 」 環境性能割 課税標準 」輪 軽自動車 得

通常要 価額 施行規則第15条 10 定

算定 金額  

 

  

医環境性能割 税率貨 

第81条 4 次 各号 掲 」輪 軽自動車 対 課 環

境性能割 税率 当該各号 定 率  

医1貨 法第451条第1項医同条第4項 い 準用 場合 含 貨

規定 適用  100分 1 

医「貨 法第451条第「項医同条第4項 い 準用 場合 含 貨

 

 

規定 適用  100分 「 

医」貨 法第451条第」項 規定 適用  100分 」 

 

  

医環境性能割 徴収 方法貨 

第81条 5 環境性能割 徴収 い 申告納付 方法

い  
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医環境性能割 申告納付貨 

第81条 6 環境性能割 納税義務者 法第454条第1項各号 掲

」輪 軽自動車 分 応 当該各号 定 時又 日

施行規則第」」号 4様式 申告書 町長 提出

申告 環境性能割額 納付 い  

「 」輪 軽自動車 得者医環境性能割 納税義務者 除く 貨

法第454条第1項各号 掲 分 応 当該各号 定 時

又 日 施行規則第」」号 4様式 報告書 町長 提出

い  

 

  

医環境性能割 申告等 関 過料貨 

第81条 7 環境性能割 納税義務者 前条 規定 申告 又

報告 べ 事項 い 正当 事由 く 申告又 報告

場合 者 対 10万 過料 科  

「 前項 過料 額 情状 町長 定  

」 第1項 過料 徴収 場合 い 発 納入通知書 指定  

べ 納期限 発付 日 10日  

 

  

医環境性能割 減免貨 

第81条 8 町長 公益 直接専用 」輪 軽自動車又

第90条第1項各号 掲 軽自動車等医」輪 限 貨

う 必要 認 対 環境性能割 減免  

「 前項 規定 環境性能割 減免 手続 他必
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要 事項 い 規則 定  

  

医種別割 税率貨 医軽自動車税 税率貨 

第8「条 次 各号 掲 軽自動車等 対 課 種別割 税率

1台 い 当該各号 定 額  

第8「条 軽自動車税 税率 次 各号 掲 軽自動車等 対

1台 い 当該各号 定 額  

医1貨 略 医1貨 略 

医「貨 軽自動車及び小型特殊自動車 医「貨 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 ア 軽自動車 

 医ア貨 「輪 医側車付 含 貨 額 」,600  「輪 医側車付 含 貨 額 」,600  

 医イ貨 」輪  額 」,900  」輪  額 」,900  

 医ウ貨 4輪  4輪  

 乗用  乗用  

営業用 額 6,900  営業用 額 6,900  

自家用 額 10,800  自家用 額 10,800  

 物用  物用  

営業用 額 」,800  営業用 額 」,800  

自家用 額 5,000  自家用 額 5,000  

 医エ貨 専 雪 走行  額 」,600   

イ 小型特殊自動車 イ 小型特殊自動車 

 医ア貨 農耕作業用  額 「,400  農耕作業用  額 「,400  

医イ貨 他  額 5,900  他  額 5,900  

医」貨 略 医」貨 略 
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医種別割 賦課期日及び納期貨 医軽自動車税 賦課期日及び納期貨 

第8」条 種別割 賦課期日 4 1日  第8」条 軽自動車税 賦課期日 4 1日  

「 種別割 納期 4 11日 同 」0日  「 軽自動車税 納期 4 11日 同 」0日  

  

医種別割 徴収 方法貨 医軽自動車税 徴収 方法貨 

第85条 種別割 普通徴収 方法 徴収  第85条 軽自動車税 普通徴収 方法 徴収  

  

医種別割 関 申告又 報告貨 医軽自動車税 関 申告又 報告貨 

第87条 種別割 納税義務者 あ 軽自動車等 所 者又 使用者

医 節 い 軽自動車等 所 者等 いう 貨 軽自

動車等 所 者等 日 15日 軽自動車及び「輪

小型自動車 所 者又 使用者 あ 施行規則第」」号 4 「様

式 申告書 原動機付自転車及び小型特殊自動車 所 者又

使用者 あ 施行規則第」」号 5様式 申告書並び

者 住所 証明 べ 書類 町長 提出 い  

第87条 軽自動車税 納税義務者 あ 軽自動車等 所 者又 使

用者医 節 い 軽自動車等 所 者等 いう 貨

軽自動車等 所 者等 日 15日 軽自動車

及び「輪 小型自動車 所 者又 使用者 あ 施行規則第」」

号 「様式 申告書 原動機付自転車及び小型特殊自動車 所

者又 使用者 あ 施行規則第」」号 」様式 申告書並

び 者 住所 証明 べ 書類 町長 提出

い  

「 前項 申告書 提出 者 当該申告事項 い 変更 あ

場合 い 事由 生 日 15日 当該変

更 

「 前項 申告書 提出 者 当該申告事項 い 変更 あ

場合 い 事由 生 日 15日 当該変

更 

あ 事項 い 軽自動車及び「輪 小型自動車 所 者又

使用者 あ 施行規則第」」号 4 「様式 申告書並び

原動機付自転車及び小型特殊自動車 所 者又 使用者 あ

施行規則第」」号 5様式 申告書 町長 提出

い 次項 規定 申告書 提出 べ 場合

あ 事項 い 軽自動車及び「輪 小型自動車 所 者又

使用者 あ 施行規則第」」号 「様式 申告書並び 原動

機付自転車及び小型特殊自動車 所 者又 使用者 あ 施

行規則第」」号 」様式 申告書 町長 提出

い 次項 規定 申告書 提出 べ 場合 い
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い 限 い  限 い  

」 軽自動車等 所 者等 く 者 軽自動車等 所 者等

く 日 」0日 軽自動車及び「輪 小型自動車

所 者又 使用者 あ 施行規則第」」号 4 「様式 申

告書並び 原動機付自転車及び小型特殊自動車 所 者又 使用

者 あ 施行規則第」4号様式 申告書 町長 提出

い  

」 軽自動車等 所 者等 く 者 軽自動車等 所 者等

く 日 」0日 軽自動車及び「輪 小型自動車

所 者又 使用者 あ 施行規則第」」号 「様式 申告書

並び 原動機付自転車及び小型特殊自動車 所 者又 使用者

あ 施行規則第」4号様式 申告書 町長 提出

い  

4 第81条第1項 規定 軽自動車等 売主 町長 当該軽自

動車等 買主 住所又 居所 明 あ 理由 請求

あ 場合 規則 定 当該請求 あ

日 15日 町長 対 次 各号 掲 事項 報告

い  

4 第80条第「項 規定 軽自動車等 売主 町長 当該軽自

動車等 買主 住所又 居所 明 あ 理由 請求

あ 場合 規則 定 当該請求 あ

日 15日 町長 対 次 各号 掲 事項 報告

い  

医1貨～医6貨 略 医1貨～医6貨 略 

  

医種別割 申告等 関 過料貨 医軽自動車税 申告等 関 過料貨 

第88条 軽自動車等 所 者等又 第81条第1項 規定 軽自動車

等 売主 前条 規定 申告 又 報告 べ 事項

い 正当 理由 く 申告又 報告 場合 い  

第88条 軽自動車等 所 者等又 第80条第「項 規定 軽自動車

等 売主 前条 規定 申告 又 報告 べ 事項

い 正当 理由 く 申告又 報告 場合 い

 

者 対 10万 過料 科  者 対 10万 過料 科  

「及び」 略 「及び」 略 

  

医種別割 減免貨 医軽自動車税 減免貨 

第89条 町長 公益 直接専用 軽自動車等 う 必要 第89条 町長 公益 直接専用 認 軽自動車等
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認 対 種別割 減免  対 軽自動車税 減免  

「 前項 規定 種別割 減免 う 者 納期限

当該軽自動車等 い 減免 う 税額及び

次 各号 掲 事項 記載 申請書 減免 必要 事由

証明 書類 添付 町長 提出

い  

「 前項 規定 軽自動車税 減免 う 者 納

期限 当該軽自動車等 い 減免 う 税額

及び次 各号 掲 事項 記載 申請書 減免 必要

事由 証明 書類 添付 町長 提出

い  

医1貨～医8貨 略 医1貨～医8貨 略 

」 第1項 規定 種別割 減免 者 事由 消

滅 場合 い 直 旨 町長 申告

い  

」 第1項 規定 軽自動車税 減免 者 事由

消滅 場合 い 直 旨 町長 申告

い  

  

医身体障害者等 対 種別割 減免貨 医身体障害者等 対 軽自動車税 減免貨 

第90条 町長 次 各号 掲 軽自動車等 う 必要 認

対 種別割 減免  

第90条 町長 次 各号 掲 軽自動車等 対 軽自動

車税 減免  

医1貨 身体 障害 歩行 困難 者医 身体障害者 い

う 貨又 精神 障害 歩行 困難 者医 精神障害

者 いう 貨 所 軽自動車等医身体障害者 齢18歳

未満 又 精神障害者 生計 1 者 所 軽自

動車等 含 貨 当該身体障害者 当該身体障害者若 く

精神障 

害者医 身体障害者等 いう 貨 当該身体障害

者 

医1貨 身体 障害 歩行 困難 者医 身体障害者 い

う 貨又 精神 障害 歩行 困難 者医 精神障害

者 いう 貨 所 軽自動車等医身体障害者 齢18歳

未満 又 精神障害者 生計 1 者 所 軽自

動車等 含 貨 当該身体障害者 当該身体障害者若 く

精神障 

害者医 身体障害者等 いう 貨 当該身体障害

者 
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等 生計 1 者又 当該身体障害者等医身体障害者等

構成さ 世帯 者 限 貨 当該身体障害者等

医身体障害者等 構成さ 世帯 者 限 貨 常時介

護 者 運転 医1台 限 貨 

等 生計 1 者又 当該身体障害者等医身体障害者等

構成さ 世帯 者 限 貨 当該身体障害者等

医身体障害者等 構成さ 世帯 者 限 貨 常時介

護 者 運転 う 町長 必要 認 医1

台 限 貨 

医「貨 略 医「貨 略 

「 前項第1号 規定 種別割 減免 う 者 納

期限 町長 対 身体障害者福祉法 医昭和「4 法 第「8

」号貨 第15条 規定 交付さ 身体障害者手帳医戦傷病者特別

援護法医昭和」8 法 第168号貨第4条 規定 戦傷病者手帳 交

付 い 者 身体障害者手帳 交付 い い あ

戦傷病者手帳 項 い 身体障害者手

帳 いう 貨 厚生労働大臣 定 交付さ 療

育手帳医 項 い 療育手帳 いう 貨又 精神保健及

び精神障害者福祉 関 法 医昭和「5 法 第1「」号貨第45条 規

定 交付さ 精神障害者保健福祉手帳医 項 い

精神障害者保健福祉手帳 いう 貨及び道路交通法医昭和」5 法

第105号貨第9「条 規定 交付さ 身体障害者又 身体障害

者等 生計 1 者若 く 身体障害者等医身体障害者等

構成さ 世帯 者 限 貨 常時介護 者 運転免許証医

項 い 運転免許証 いう 貨 提示 次

各号 掲 事項 記載 申請書 減免 必要 理由 証

明 書類 添付 提出 い  

医1貨～医6貨 略 

「 前項第1号 規定 軽自動車税 減免 う 者

納期限 町長 対 身体障害者福祉法第15条 規

定 交付さ 身体障害者手帳医戦傷病者特別援護法医昭和」8

法 第168号貨第4条 規定 戦傷病者手帳 交付 い

者 身体障害者手帳 交付 い い あ 戦

傷病者手帳 項 い 身体障害者手帳 い

う 貨 厚生労働大臣 定 交付さ 療育手帳

医 項 い 療育手帳 いう 貨又 精神保健及び精

神障害者福祉 関 法 医昭和「5 法 第1「」号貨第45条 規定

交付さ 精神障害者保健福祉手帳医 項 い 精

神障害者保健福祉手帳 いう 貨及び道路交通法医昭和」5 法

第105号貨第9「条 規定 交付さ 身体障害者又 身体障害

者等 生計 1 者若 く 身体障害者等医身体障害者等

構成さ 世帯 者 限 貨 常時介護 者 運転免許証

医 項 い 運転免許証 いう 貨 提示

次 各号 掲 事項 記載 申請書 減免 必要

理由 証明 書類 添付 提出 い  

医1貨～医6貨 略 

」 第1項第「号 規定 種別割 減免 う 者 」 第1項第「号 規定 軽自動車税 減免 う 者 
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納 

期限 町長 対 当該軽自動車等 提示医町長 当該軽

自動車等 提示 わ 認 書類 提出 あ 場合 当該

書類 提出貨 前条第「項各号 掲 事項 記載

申請書 提出 い  

納期限 町長 対 当該軽自動車等 提示医町長

当該軽自動車等 提示 わ 認 書類 提出 あ 場合

当該書類 提出貨 第89条第「項各号 掲

事項 記載 申請書 提出 い  

4 前条第」項 規定 第1項 規定 種別割 減免

い 者 い 準用  

4 前条第」項 規定 第1項 規定 軽自動車税 減免

い 者 い 準用  

  

医原動機付自転車及び小型特殊自動車 標識 交付等貨 医原動機付自転車及び小型特殊自動車 標識 交付等貨 

第91条 略 第91条 略 

「 法第445条若 く 第81条 「又 第80条第」項 書 規定

種別割 課 い原動機付自転車又 小型特

殊自動車 所 者又 使用者 主 定置場 町 所

在 事由 発生 日 15日

町長 対 標識交付申請書 提出 当該原動機付

自転車又 小型特殊自動車 提示 車体 付

べ 標識 交付 い 種別割 課さ べ

原動機付自転車又 小型特殊自動車 法第445条若 く 第81条

「又 第80条第」項 書 規定 種別割 課さ い

当該原動機付自転車又 小型特殊自動車

所 者又 使用者 い 同様  

「 法第44」条若 く 第80条 「又 第80条第」項 書 規定

軽自動車税 課 い原動機付自転車又 小

型特殊自動車 所 者又 使用者 主 定置場 町

所在 事由 発生 日 15日

町長 対 標識交付申請書 提出 当該原動

機付自転車又 小型特殊自動車 提示 車体 付

べ 標識 交付 い 軽自動車税 課さ

べ 原動機付自転車又 小型特殊自動車 法第44」条若 く

第80条 「又 第80条第」項 書 規定 軽自動車税

課さ い 当該原動機付自転車又 小

型特殊自動車 所 者又 使用者 い 同様

 

」～6 略 」～6 略 
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7 第「項 標識及び第」項 証明書 交付 者 当該原動機

付自転車又 小型特殊自動車 主 定置場 町 所在 い

当該原動機付自転車又 小型特殊自動車 所

 

7 第「項 標識及び第」項 証明書 交付 者 当該原動機

付自転車又 小型特殊自動車 主 定置場 町 所在 い

当該原動機付自転車又 小型特殊自動車 所

 

若 く 使用 い 又 当該原動機付自転車

又 小型特殊自動車 対 種別割 課さ

事由 発生 日 15日 町長 対 標識

及び証明書 返納 い  

若 く 使用 い 又 当該原動機付自転

車又 小型特殊自動車 対 軽自動車税 課さ

事由 発生 日 15日 町長 対

標識及び証明書 返納 い  

8及び9 略 8及び9 略 

  

附 則 附 則 

  

医軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 特例貨 

第15条 「 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 当分 間 第1

章第「節 規定 わ 鳥 県 自動車税 環境性能割

賦課徴収 例 行う  

 

  

医軽自動車税 環境性能割 非課税 課税免除及び減免 特例貨 

第15条 」 町長 当分 間 第81条 「 規定 わ 鳥

県 自動車税 環境性能割 非課税 例 軽自動

車税 環境性能割 課さ い  

「 町長 当分 間 鳥 県 自動車税 環境性能割 課税

免除 例 軽自動車税 環境性能割 課さ い  

」 町長 当分 間 第81条 8 規定 わ 鳥 県
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自動車税 環境性能割 減免 例 軽自動車税 環境性

能割 減免  

  

医軽自動車税 環境性能割 申告納付 特例貨  

第15条 4 第81条 6 規定 申告納付 い 当分

間 同条中 町長 あ 鳥 県知事  

 

  

医軽自動車税 環境性能割 徴収 扱費 交付貨 

第15条 5 町 鳥 県 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 関

事務 行う 要 費用 補償 法附則第「9条

16第1項 掲 金額 合計額 徴収 扱費 鳥 県

交付  

 

  

医軽自動車税 環境性能割 税率 特例貨 

第15条 6 営業用 」輪 軽自動車 対 第81条 4 規定

適用 い 当分 間 次 表 左欄 掲 同条 規定中

同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句

 

 

 

第1号 100分 1 100分 0.5 

第「号 100分 「 100分 1 

第」号 100分 」 100分 「 

 

「 自家用 」輪 軽自動車 対 第81条 4医第」号 部分

限 貨 規定 適用 い 同号中 100分 」 あ

100分 「  
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医軽自動車税 種別割 税率 特例貨 医軽自動車税 税率 特例貨 

第16条 法附則第」0条第1項 規定 」輪 軽自動車 対

当該軽自動車 最初 法第444条第」項 規定 車両番号 指定 

第16条 法附則第」0条第1項 規定 」輪 軽自動車 対

当該軽自動車 初 道路運送車両法第60条第1項 段 規定  

医 条 い 初回車両番号指定 いう 貨

起算 14 経過 属 度 度分 軽自動車

税 種別割 第8「条 規定 適用 い 当分 間 次

表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句

同表 右欄 掲 字句  

車両番号 指定医 条 い 初回車両番号指定 い

う 貨 起算 14 経過 属 度

度分 軽自動車税 第8「条 規定 適用 い 当

分 間 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲

字句 同表 右欄 掲 字句  
 

第「号ア医イ貨 」,900  4,600  

第「号ア医ウ貨  6,900  8,「00  

10,800  1「,900  

第「号ア医ウ貨  」,800  4,500  

5,000  6,000  

 

第「号ア 」,900  4,600  

6,900  8,「00  

10,800  1「,900  

」,800  4,500  

5,000  6,000  

 
「 法附則第」0条第」項第1号及び第「号 掲 」輪 軽自動車

対 第8「条 規定 適用 い 当該軽自動車 成「8 4

1日 成「9 」 」1日 間 初回車両番号指定 場

合 成「9 度分 軽自動車税 限 次 表 左欄 掲

同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表 右欄 掲

字句  

 
第「号ア 」,900  1,000  

6,900  1,800  

10,800  「,700  

」,800  1,000  
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5,000  1,」00  

 」 法附則第」0条第4項第1号及び第「号 掲 」輪 軽自動車

医ガソリン 燃機関 燃料 用い 限 次項 い

同 貨 対 第8「条 規定 適用 い 当該軽自動車

成「8 4 1日 成「9 」 」1日 間 初回車両番号指

定  

 場合 成「9 度分 軽自動車税 限 次 表 左欄

掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表

右欄 掲 字句  

 

 

第「号ア 」,900  「,000  

6,900  」,500  

10,800  5,400  

」,800  1,900  

5,000  「,500  

 
4 法附則第」0条第5項第1号及び第「号 掲 」輪 軽自動車

医前項 規定 適用 除く 貨 対 第8「条 規定

適用 い 当該軽自動車 成「8 4 1日 成「9 」

」1日 間 初回車両番号指定 場合 成「9 度分

軽自動車税 限 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中

欄 掲 字句 同表 右欄 掲 字句  

 

 

第「号ア 」,900  」,000  

6,900  5,「00  

10,800  8,100  

」,800  「,900  

5,000  」,800  
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附  則 

施行期日  

第1条 条例 成「9 1 1日 施行 次 各

号 掲 規定 当該各号 定 日 施行  

医1貨 第」条中日野町税条例附則第16条 規定及び附則第「条 「 規

定 成「9 4 1日 

医「貨 第4条中日野町税条例第18条 」 改正規定 同条例第19条 改

正規定 第5」条 7 第67条 第81条 6第1項 加え

部分 同条第「号中 第98条第1項 第81条 6第1項 申告

書 第98条第1項 改 部分及び同条第」号中 第98条第1項

第81条 6第1項 申告書 第98条第1項 改 部分 限

同条例第80条 改正規定及び第80条 「 削 改正規定並び

第81条 改正規定 同条第81条 次 7条 加え 改正規定 同条

例第8「条 第8」条及び第85条 第91条 改正規定並び 同

条例附則第15条 次 5条 加え 改正規定及び附則第」条 1 規

定 成」1 10 1日 

町民税 関 経過措置  

第「条  略 

軽自動車税 関 経過措置  

附  則 

施行期日  

第1条 条例 成「9 1 1日 施行 第1条

中日野町税条例第18条 」 改正規定 同条例第19条 改正規定

第5」条 7 第67条 第81条 6第1項 加え 部

分 同条第「号中 第98条第1項 第81条 6第1項 申告書

第98条第1項 改 部分及び同条第」号中 第98条第1項

第81条 6第1項 申告書 第98条第1項 改 部分 限

同条例第80条 改正規定及び第80条 「 削 改正規定並び 第81

条 改正規定 同条第81条 次 7条 加え 改正規定 同条例第

8「条 第8」条及び第85条 第91条 改正規定並び 同条例

附則第15条 次 5条 加え 改正規定及び同条例附則第16条 改

正規定並び 第「条並び 附則第」条 規定 成「9 4 1日

施行  

 

 

 

町民税 関 経過措置  

第「条  略 
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第「条 「 新条例附則第16条 改正規定 成「9 度分 軽自動

車税 い 適用  

第」条 」1 新条例 規定中軽自動車税 環境性能割 関 部分

附則第1条第「号 掲 規定 施行 日 得さ 」輪

軽自動車 対 課 軽自動車税 環境性能割 い

適用  

「 」1 新条例 規定中軽自動車税 種別割 関 部分 成」「

度 度分 軽自動車税 種別割 い 適用 成」1

度分 軽自動車税 い 従前 例  

 

軽自動車税 関 経過措置  

 

 

第」条 新条例 規定中軽自動車税 環境性能割 関 部分 附

則第1条 書 掲 規定 施行 日 得さ 」輪

軽自動車 対 課 軽自動車税 環境性能割 い

適用  

「  新条例 規定中軽自動車税 種別割 関 部分 成「9 度

度分 軽自動車税 種別割 い 適用 成「8 度

分 軽自動車税 い 従前 例  

 

附  則 

条例 公布 日 施行 第1条中日野町税条例第」6条 「第1項 書 改正規定 特定非営利活動 進法 一部

改正 法 成「8 法 第70号 施行 日 施行  

 


